
 

仙台市消防局告示第一号 

 火災予防規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和八年三月二十七日 

仙台市消防局長 千 葉 弘 樹 

火災予防規程の一部を改正する告示 

 火災予防規程（昭和四十八年仙台市消防局告示第一号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

（火を使用する設備の安全距離） （火を使用する設備の安全距離） 

第六条 条例第三条第一項第一号（条例第三条の二第二項、第

三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条

第二項、第七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十

条、第十条の二第二項、第十条の三第一項から第四項まで及

び第十四条第四項において準用する場合を含む。）に規定す

る局長が定める火災予防上安全な距離は、火災予防上安全な

距離を保つことを要しない場合（不燃材料で有効に仕上げを

した建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地

その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は

当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、

間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効

に遮熱できるものに限る。）である場合をいう。次項及び次

条において同じ。）を除き、次の各号に定めるとおりとす

る。 

第六条 条例第三条第一項第一号（条例第三条の二第二項、第

三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条

第二項、第七条第二項、第八条第二項、第八条の二第二項、

第九条第二項、第十条、第十条の二第二項、第十条の三第一

項から第四項まで及び第十四条第四項において準用する場合

を含む。）に規定する局長が定める火災予防上安全な距離

は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃

材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造

であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造っ

たものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造

以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材

料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場

合をいう。次項及び次条において同じ。）を除き、次の各号

に定めるとおりとする。 

一 別表第一の炉の項に掲げる距離（条例第三条の四第二

項、第八条第二項、第十条の三第一項から第四項まで及び

第十四条第四項を除く。） 

一 別表第一の炉の項に掲げる距離（条例第三条の四第二

項、第八条第二項、第八条の二第二項、第十条の三第一項

から第四項まで及び第十四条第四項を除く。） 

［二 略］ ［二 略］ 

［２ 略］ ［２ 略］ 

（火気使用設備等の点検整備に関する必要な知識及び技能を

有する者の指定） 

（火気使用設備等の点検整備に関する必要な知識及び技能を

有する者の指定） 

第十六条 条例第三条第二項第三号（条例第三条の二第二項、

第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五

条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第

九条第二項、第十条及び第十条の二第二項において準用する

場合を含む。）に規定する局長が指定する者は、次の各号に

掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれと同等以上

の知識及び技能を有する者とする。 

第十六条 条例第三条第二項第三号（条例第三条の二第二項、

第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五

条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項、第

八条の二第二項、第九条第二項、第十条及び第十条の二第二

項において準用する場合を含む。）に規定する局長が指定す

る者は、次の各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に

関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。 

［一・二 略］ ［一・二 略］ 

［２・３ 略］ ［２・３ 略］ 

   附 則 

 この告示は、令和八年三月三十一日から施行する。 

（消防局予防部規制指導課） 


